
事業承継への“壁”をのりこえるプランと支援事業承継への“壁”をのりこえるプランと支援
自社株式の贈与税・相続税が一定要件のもと、納税猶予又は免除されます。

事業承継への“壁”をのりこえるプランと支援
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事業承継計画

その他こんなご相談にも対応します 私たちがご相談にのります

1. 自社株の相続（贈与）について心配だ。

2. 後継者に保証債務を引き継がせたくない。

3. 何をすべきか何から手を付けていいか
　 分からない。

4. 退職後の生活に心配がありなかなかリタイア
　 できない。

5. 後継者はいるがまだ実力不足で引き継ぎができない。

6. M&Aについて興味があるがコストが高いと聞く。

1. 先端設備導入計画の支援サービス
 一定の機械装置や器具備品等の固定資産税が3年間ゼロになります。

2. 経営力向上計画の支援サービス
 一定の機械装置や器具備品等が100％償却か税額控除の適用ができます。

3. ものづくり補助金の支援サービス
 主に製造業者様の設備取得（最大1000万円）をサポートします。

以下の様な経営者様のお悩みを解決致します。

課題解決に向けて当事務所のサービス

・相続税額 ・生命保険
・自社株　 ・財務
・後継者

1 現状把握
サービス
の流れ

・アクションプランを
　作成
・スケジュールを立てる

2 課題を抽出

・生前贈与 ・精算課税
・特例措置

3 税制措置の
活用検討

4 リタイアメント
プランニング
・退職金　 ・M＆A
・財務向上 ・保証債務
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